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８月の新聞記事から／19
表紙／中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会関西支部10周年総会を

バースディケーキで祝う参加者たち（８月24日、撮影：今井明）
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●ゴミ処理施設内ガラス工芸教室で違法な石綿布使用が発覚

●無断で事業主に労災打ち切り通知　個人情報漏洩で京都労働局
　に申し入れ　ユニオンネットワーク京都

●再び刈払機の安全について　大事な実技教育

●それぞれのアスベスト禍　その43　古川和子

●堺市もアスベスト健康被害無料検診を実施

●韓国からのニュース

●前線から
　東北支部設立総会開催　中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
　仙台／新潟アスベスト被害ホットライン実施　患者と家族の会　新潟
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ゴミ処理施設内ガラス工芸教室で
違法な石綿布使用が発覚

調査・対応を要請
京都府大山崎町にある乙訓環境衛生組

合（クリーンプラザおとくに）で 10年以

上続いているガラス工芸教室で講師をして

いる細井賢紀氏から「工房で石綿布が使用

されていたことがわかったのだが、組合の

対応が悪い」との趣旨の相談が寄せられ、

８月 13日に当センター事務所で詳しい話

をうかがった。

それまでの経緯は次のようなことだっ

た。

細井さんは、工房の講師をしているか

つての教え子から「石綿ではないか？」と

いう相談を聞き、自身で確かめたところそ

の疑いが濃厚であったことから、５月下旬

以降、組合担当者や工房の運営と講師派遣

を組合から業務委託されている「パラダイ

スグラス」に対応を求めた。

ところが、合意した対応策がなかなか

行われなかったため、細井さんは東京労働

安全衛生センターに石綿布の分析を依頼。

「アスベスト 90％以上」との電話連絡を受

けて、教室の中止を申し入れた。

分析をした東京センター・外山氏も委

託運営会社に中止を勧告したが、その直後

の８月９日も教室は開催された。

そして、細井さんは東京センターの紹

介で週明け 13日に当センターを訪れた。

石綿分析せず

相談を受けて、８月 14日に組合の管理

者の江下傳明大山崎町長に電話で対応を求

めたところ「工房の使用中止と調査、報告

を組合事務局長に指示した」旨の返答が

あった。

８月 15日、細井さんと当センター片岡

で組合を訪問し、事情を直接聞いたところ、

組合のお粗末な対応が浮き彫りになった。

まず、６月上旬に、石綿布とみられた

「物」を組合担当者はクリーンセンターの

委託業者に廃棄を指示しており、その際、

石綿の分析をせず、廃石綿として廃棄した

かどうか不明だった。

「そもそも分析したのか」と問い詰める

と、河野組合事務局長は逆に「その言い方

はなんだ！」と逆ギレ同然の一幕もあった

が、どうも、組合内部では「もう物はない

はず」と高をくくっていた節があった。

そのため「このまま工房に行って確認

しましょう」ということになり、問題の部

屋に行ってみると、ストック分とみられる

石綿布数枚が青いビニール袋に入った状態

でみつかった。細井さんはそこからサンプ

ルを取って、東京センターに送ったという

ことだった。

結局、組合が分析を含めて早急に対応

することを言明したのを聞いて、その日は
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　石綿の違法使用発覚

帰った。

情報公開や対応は不十分？

江下町長は電話で「報告させる」と片

岡に回答していたが、その後、何の連絡も

ないため、組合ＨＰを見てみたところ、現

在の工房内の環境測定結果が掲示され「白

石綿にばく露されたリスクはきわめて低い

と考えます」云々との記載が確認された。

もともとの石綿布の分析結果の掲示が

ない、廃石綿の廃棄は適切になされたのか、

利用者への連絡や室内クリーンアップにつ

いてもどうなったかもわからない、など、

情報公開や対応について不明な点が明らか

にされておらず、不誠実な点が感じられた。

そのため９月 22日に河野組合事務局長

に架電し「石綿布の分析結果報告をもらい

たい」と申し入れたところ、「どうしてあ

げないといけないか？」「情報公開請求す

れば」と不親切な感じの対応だったので、

やむを得ずこの件にかかるすべての資料の

公開請求を提出したところだ。

乙訓環境衛生組合は 1964年から大山崎

町、長岡京市、向日市で運営されている一

般廃棄物の処理を共同で行うための一部事

務組合（特別地方公共団体）だ。

いったい、こんなことでいいのだろう

か？ほかのところで、起こってはないだろ

うか？疑問と不安がつきまとう。

2014 年８月 19 日　毎日新聞
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京都労働局がこの３月 20日付けで「適

正給付管理対策業務要綱（以下、要綱）」

を策定していたことがわかった。そして、

その内容に不適切な点があることが、京都

上労働基準監督署の対応から発覚し、ユニ

オンネットワーク京都が京都労働局にこの

「要綱」に基づいた不適切な対応を行わな

いように申し入れを行った。

本人の了承なく通知 !?

ことの発端は労災保険で療養中のきょ

うとユニオンの組合員が、京都上労働基準

監督署から、症状固定と労災の打ち切りに

ついてのお知らせを受け取ったことだっ

た。職場での長時間労働とパワーハラスメ

ントによって精神疾患を発症した組合員

は、きょうとユニオンの支援で労災認定さ

れ療養していたのだが、今年３月 31日付

けで京都上監督署から「今後治療をしても

明らかな治療効果は期待できないと認めら

れますので、４月 30日をもって症状固定

（治癒）と認定し、平成 26 年 5 月 1 日以

降は療養給付及び休業補償は行わないこと

になりますので、予めお知らせします」と

いう「お知らせ」文書が送られてきた。そ

のためにその組合員は 5月以降の休業補

償請求ができないものと思い、請求をあき

らめた。そしてまもなく、組合員の事業主

から「治癒であれば 5月 1 日から就労し

てもらう」という指示があった。本人に送

られたのと同様の内容の「お知らせ」が事

業主にも送られていたのだ。

この時点で組合員の精神疾患は就労が

可能なほど回復しておらず、また事業主と

は今回の労災をめぐって争議となってお

り、職場へもどらなければならないと考え

た彼は病状が悪化した。

ユニオンは「まだ加療が必要」との主

治医の診断書を持って、京都上監督署を訪

れて話し合いを持ったところ、上記「要綱」

が 3 月 20 日付けで策定されたことがわ

かった。不十分な調査で突然本人に労災打

ち切りを通知したやり方もひどかったが、

事業主に対しても本人の承諾なしに知らせ

たことは、個人情報の漏洩であった。しか

し上監督署は、「要綱」に基づいて実務処

理したに過ぎず、問題ないとの対応であっ

た。その後、この「要綱」を情報公開請求

して入手した。

「要綱」は昭和 59 年 8月 3日の厚生労

働省通達「適正給付管理の実施について」

をもとに長期療養者の給付管理を主な目的

として策定されたもので、元の通達に労災

無断で事業主に労災打ち切り通知
個人情報漏洩で京都労働局に申し入れ

ユニオンネットワーク京都
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打ち切りの手順などを含めた実務手続きな

どを加えた内容だった。その「７治癒認定

の手続き」に「…調査により、治癒と認め

られる者については、本人及び所属事業場

（退職者は除く。）並びに主治医に対して、

治癒認定した日の概ね１か月前までに『お

知らせ』により通知すること。」と明記さ

れていた。単なる一監督署による不手際と

いう話ではなく、京都管区全体で同様の取

り扱いがされている可能性がでてきた。早

急に京都労働局と話をする必要があると判

断し、７月 16日、きょうとユニオンのメ

ンバーら４人で京都労働局に行った。この

とき、関西労働者安全センターの田島も参

加した。

反応の鈍い労働局

対応したのは主任監察官によると、「要

綱」は京都局独自の判断で策定し、特に厚

労省などから何か指示があったわけではな

い、内容はこれまですでに実務で行ってき

たことを明文化したものだという。事前に

大阪や兵庫労働局にも最近このような「要

綱」を策定したかどうか問い合わせたのだ

が、策定しておらず、また厚労省から何ら

かの指示があったということもないという

ことだったし、また神奈川労災職業病セン

ターが神奈川労働局と話したときには、「事

業場へのお知らせなどとんでもない」とい

うことで、「要綱」も策定していなかった

ので、それが事実だろう。

では、今回のケースで大変な問題とな

ることを訴え、「要綱」について何らかの

対処を求めた。しかし、監察官は、事業場

への通知について被災者の職場復帰を見据

えての連絡で何ら問題はないと返答した。

ことの重大性が全くわかっていなかった。

今回の件は個人情報の漏洩であり、あり得

ない事態であることを強く訴えたところ、

一応、内部で検討するという回答は得たが、

その結果はこちらに知らせることはしない

と言う。

予想外に京都労働局が鈍く、このまま

では対処をしたかどうかもわからないこと

になるため、申し入れを行うことになった。

きょうとユニオンが加盟するユニオン

ネットワーク京都で問題を共有し、８月

12日、申し入れには10人以上が集まった。

前回も対応した同じ監察官が対応した

が、やっとことの重大性がわかったのか、

「反省しています」という言葉があった。

事業主への通知は改める、要綱も改める、

労働者への通知は労災打ち切りと誤解をさ

れないような形にするという。ただ、京都

上監督署の事例については、個別事例につ

いては回答できない、と拒否した。

当然ではあるが、こちらの大勝利であっ

た。

しかし、すぐにその申し入れの前日付

けで、きょうとユニオンの組合員の 5月 1

日以降の休業補償請求を不支給としていた

ことが発覚した。主治医がまだ治療の必要

があり、治療で回復すると意見したにもか

かわらず、「慢性期に入り、著しい回復は

望めない」と判断して症状固定としたとい

う。精神疾患を患う被災者に対してあまり

に乱暴な判断である。職場復帰を云々とい

　京都個人情報漏洩問題
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うのならば、被災者にきちんと職場復帰の

支援を行い、リハビリ出勤などで職場に戻

るまで労災保険は継続し、就労可能を確認

してから打ち切るのが筋である。労災休業

後の労働者は、就労することによって再度

不調となり医師にかかる必要がでることも

多く、少なくとも労災療養給付は継続した

状態で職場復帰に取り組むのが当然で、ま

して今回のケースは精神疾患であり、より

慎重な対応が求められる。

今後、ユニオンネットワーク京都は「要

綱」が改定されるまで継続して取り組み、

またきょうとユニオンは当該被災組合員の

労災の審査請求手続きをはじめ支援を継続

する。

今回「要綱」が策定されてすぐにその

内容に問題があることが発覚したのは、ユ

ニオンが支援していたからであり、支援も

なく自分で手続きをしていた人が監督署の

処分に不利益を受けていた可能性がある。

今回のことはきょうとユニオンが相談活動

に力を入れてきた成果だと思う。きょうと

ユニオンには数多く精神疾患の相談が寄せ

られており、今後も真摯な取り組みに期待

したい。

　京都個人情報漏洩問題

” 職場のいじめ ”労働相談
いじめ メンタルヘルス労働者支援センター　著
緑風出版　2000 円＋税

　　『メンタルヘルスの労働相談』の続編として書かれた本書は、
厚生労働省が取り組み始めた「職場のパワーハラスメントの予
防・解決に向けた提言」を精査しながら、支援センターや労働
組合、ユニオンに寄せられた具体的相談例をとりあげて、解決
に向けた取り組みや方向性を探っています。また、最近問題に
なっている “ 感情労働 ”、“ 職場の暴力 ”（モンスターペアレン
トなど）も検討しています。
　まずは、一人ひとりが声をあげることが重要です。

問合せ：いじめ メンタルヘルス労働者支援センター
　tel: 03-6380-4453 / http://ijimemental.web.fc2.com/
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◆◆ 再び刈払機の安全について ◆◆

大事な実技教育

５メートル以内は
立ち入り禁止という原則

　刈払機というのは、とても身近な機械

だ。農機具店やホームセンターでお金を払

えば、誰でもとりあえず手に入れることが

できる。しかし、小さいとはいえ２サイク

ルのガソリンエンジンがついていて、金属

製の刈刃が高速で回転する。刈刃が雑草や

かん木に接触して刈り取るというわけだか

ら、鋭い刃物は剥き出しでなければ用をな

さない。しかも刈刃の回転数はというと、

フルスロットルなら毎分１万回転という高

速だ。ひとたび人に接触すると重大災害と

なる。

　たとえば、刈払機で作業中の人に伝えた

いことがあり、近づくときにどうするか。

声をかけても、作業者はエンジン音が大き

くて気づかない。視線はというと、作業の

対象である雑草や障害物の方を向いてい

て、他のところには注意が行き届かない。

にも関わらず近づく人は、作業者が自分に

気づいているだろうと思い込む場合があ

る。そのようにして起きる災害事例は少な

くない。

　だから刈払機作業の安全対策の中でも重

要な点の一つは、刈払機の操作範囲に人を

立ち入らせないということになる。厚生労

働省の「林業における刈払機使用に係る安

全作業指針」は、「操作者から５メートル

以内を危険区域とし、この区域に他の者が

立ち入らないこと」としている。また、「刈

払作業中、打合せ等のため他の者が近づく

ときは、合図をし、作業者がエンジンを止

め、刈刃が止まったことを確認のうえ、近

寄ること」とし、操作者以外の災害防止の

原則について触れている。

　刈払機作業に従事する安全衛生教育にお

いても、テキストでこのことは強調されて

いる。もし気づかないときは、まわりにあ

る適当な小枝のようなものを作業者に投げ

て気付かせるというような方法まで触れて

いるものもある。

　実際のところ、作業者以外が刈刃に接触

して被災するケースは、このような原則を

しっかり守っていればほとんどの場合避け

ることができるはずだ。

どこでも起きるキックバック現象

　しかし、作業者自身が刈払機の予期しな

い動きが原因で被災するという災害は、作

業者自身が機械の動きの特徴を理解してい

なければ防げない。

　たとえば、エンジンを高速回転にして雑

草を刈進んでいるときに、草に隠れてい

た切り株に刈刃を当てて、反対方向に跳

ね返るキックバック現象に対する対策だ。

チェーンソーでこのような現象が起きるの

は、先端の上半分と場所が限られていて、

そのためのチェーンブレーキという安全装
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　刈払機の安全　

「刈払機安全作業ガイド基本と実践」（石垣正喜、林業改良普及協会発行）より
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　刈払機の安全　

置も装着されているのが普通だ。

　しかし刈払機の場合は、円形の刈刃が高

速回転しているのだから、切り株のような

固定物に全ての面が当たる可能性があるわ

けだ。それを図示すると前頁の図のように

なるわけで、ほとんどの角度で災害につな

がる可能性があることになる。

　実際問題としてベテランの作業者が、狭

い溝部分の雑草を処理しようと、回転数を

上げたまま操作桿部分を持って突っ込んだ

ところ、跳ね返ってきたなどという災害事

例は少なくない。対象物を当てて安全に刈

り払えるのは、刈刃の前部の左 30℃の範

囲だけだということを理解しておく必要が

ある。また厚生労働省の「刈払機取扱作業

者に対する安全衛生教育カリキュラム」で

は、６時間のプログラムのうち、１時間を

実技教育に充てることとされているが、そ

の中で考えられるキックバック現象を実際

に体験してみるという方法は有効だろう。

　誰でも使える簡単な機械は、扱いを誤れ

ば重大災害の原因となる動力機械なのであ

り、少なくとも職場で利用する際には安全

衛生教育を必ず実施すべきということにな

る。

韓国映画「もうひとつの約束」
日本特別上映会開催

白血病で娘を失い、巨大企業に立ち向かう父親の、
労働者たちの闘いを描く、実話を元にした人間ドラマ

出演：パク・チョルミン、キム・ギュリ、
パク・ヒジョン、イ・ギョンヨン
企画・脚本・監督：キム・テユン

制作：もうひとつの約束製作委員会

【日本上映会】
11/14（金）18 時　名古屋　名古屋市教育館講堂

（名古屋市中区錦 3-16-6） 
11/15（土）18 時　大阪　エルおおさか 南ホール

（大阪市中央区北浜東 3-14）
11/16（日）18 時　東京　なかのゼロ 小ホール

（東京都中野区中野 2-9-7）

参加協力券：1000 円
（前売制。上映委員会事務局または上映委員からお求めください）

問い合わせ先：「もうひとつの約束」上映委員会事務局　有限会社西ヶ原字幕社内
TEL: 03-3397-2235　/　E-mail: 1yakusoku@jimakusha.co.jp

上映会 HP：http://jimakusha.co.jp/1yakusoku/ 
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連載　それぞれのアスベスト禍　その43

関西支部 10年の歩み

８月 24日（日）に中皮腫・アスベスト

疾患・患者と家族の会関西支部 10周年総

会を盛大に行った。盛大といっても参加者

は 31名だ。関西センター事務所に他所か

ら机と椅子を借りてきて、ギュウギュウ詰

め状態でまさに「肩を寄せ合って」、関西

支部誕生 10周年を祝った。

この日のために、日頃お世話になって

いる方たちをお招きした。毎日新聞の大島

秀利さん、石綿対策全国連絡会議の古谷杉

郎さん、カメラマンの今井明さん、朝日新

聞記者の足立耕作さん達だ。

2004 年２月に患者と家族の会が誕生し

た時は、関西支部の会員は５名。私の他に

は前会長である故中村實寛さんと元日本郵

船勤務だった故笠原昭雄さん、他２名だっ

た。そもそも患者と家族の会全体の会員数

が正会員と賛助会員を合わせても 60名と

いうこじんまりとした所帯からスタートし

たのだ。

そして 10 年を経た今日は患者と家族

の会全体の会員数は 620 余名で、関西支

部会員は 100 名を越した。しかしこの 10

年間の急激な成長の陰には、悲惨なドラマ

が無数にあった。生死の境を彷徨う魂と、

過酷な現実を受け入れられなくて葛藤し、

慟哭する家族達。それらの人々が明日とい

う日を求め、辿りついたのが患者と家族の

会だった。

10 周年総会では、この 10 年間を振り

返る写真の数々がスライドで写しだされ

た。「あんなことあったね」、「あの頃はま

だ元気だったね」と懐かしく映像を見た。

関西支部の特徴を一言でいえば「誰でもが

出入りしてきた、何でも有りの支部」だ。

当初は全国で３支部しか無かったので、東

京以西の人々は関西支部でフォローしてい

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
古川和子
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アスベスト禍

た。

その様な状況の中で、尼崎市に居住歴

がある故土井雅子さんからの相談が舞い込

んできた。そして故前田恵子さん、故早川

義一さんと続き 2005 年６月末の「クボタ

ショック」に突入した。

関西支部があったから、クボタショッ

クは起こったと言っても過言ではなく、ク

ボタショック後も工場近隣住民の救済を求

めて懸命に活動をした。その姿勢そのもの

が、自身の苦しい経験から育んできた真心

だった。そして関西支部活動は尼崎の住民

被害だけに留まらず、大阪市西成区の石綿

製品製造工場近隣の住民被害も発掘した。

更には大阪府堺市内において「石綿入り麻

袋の再生作業」を行った工場周辺で被害が

出ていることを究明した。そして患者と家

族の会の要請により、Ｈ 26年度から大阪

市は環境省が実施する検診制度の指定地域

とすることができた。堺市はＨ 27年度か

ら対象となる予定だ。

数えればきりがないほど、問題を提起

してきた。しかし関西支部の会員はそれら

の重大さをあまり自覚していない様な気が

する。なぜなら「困っている時に助け合う

のは当たり前でしょう」といっているから。

スライドに感動した後は、関西支部誕

生 10 歳ということで、ささやかなケー

キに 10 本のロウソクが灯された。皆で

ハッピーバーディを歌った後に片岡さんの

「フーッ！」という力強い息で吹き消し、

大きな拍手がおこった。

「哀しい出来ごとを乗り越えて、素晴ら

しい仲間と出会えたことを感謝します」と

口々に語り、皆で新たな出発を誓いあった。

そしてこの日は、ホームページ等で発

信することの大切さも解った。「初めての

参加ですが」と若い女性が来られた。聞く

と豊中市内の小学校の教員だという。学校

の授業でアスベストの事を取り上げたいの

で勉強に来ました、とのこと。改めて「発

信」することの意義を感じた。

また総会終了後に、初参加の２組の中

皮腫患者さんご夫妻が来られて、その場に

居た会員さんと懇談して帰られた。10 年

の歳月を経た出会いと、新たな出会いが交

差した貴重な一日だった。（写真撮影：今

井明氏）
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堺市もアスベスト健康被害無料検診を実施
４月 15日に衝撃的な記者会見が行われ

「石綿入り麻袋再生工場」の労働者とその

家族、そして周辺住民への被害が発覚した。

堺市では、昭和 40年代にかけて、工場

など少なくとも 11ヶ所でアスベストを入

れていた麻袋を再利用するため、袋をはた

いたり吸引装置で吸い込んだりする作業が

行われていた。作業をしていた８人と周辺

住民２人の 10人が既に死亡し、作業場に

出入りしていた女性４人に胸膜プラーク等

の所見が確認された。

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族

の会は堺市に対して、環境省が実施する「石

綿の健康リスク調査」の対象地域に参加す

ることを要請した。これに先駆けて、大阪

市でも工場周辺住民被害が発覚していたの

で、患者と家族の会の要請により大阪市も

３月 17日に参加が決まった。

堺市は今年度は市が行う「肺がん検診」

の制度を利用して、アスベスト検診を行い、

来年度から環境省の調査に加わる予定だ。

アスベストの危険は、本人の知らない所で

も多発している。アスベストを吸った記憶

が無くてもぜひこの機会に検診を受けて欲

しい。

石綿（アスベスト）の無料検診
2014 年 9 月 2 日

　堺市では、石綿による健康被害の可能性がある方に対し、下記のとおり無料の石綿検診を

実施します。

■対象者
市内在住の 40 歳以上の方で、石綿ばく露の可能性のある方 

（本人か家族が石綿に関わる仕事をしていた方、石綿を取り扱う工場等の近くに居住

していた方など）

■検診の内容
◇問診、胸部エックス線撮影

堺市が行う「肺がん・結核検診」において、「石綿に関する問診」と 「エックス線撮

影」を受けていただきます。費用は無料です。

◇胸部 CT 検査

エックス線撮影の結果、医師が必要と判断した場合には、医療機関で CT 検査を受けて

いただきます。なお、CT 検査費用は、後日、市から償還します。
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■実施日時及び場所
回 検診日 場所 区 受付時間
1 10 月 3 日 ( 金 ) 大仙西小学校 堺区 午前 9 時から午前 11 時
2 10 月 10 日 ( 金 ) 向丘小学校 西区

午 後 1 時 30 分 か ら 午 後 3 時

30 分

3 10 月 17 日 ( 金 ) 美原保健センター 美原区
4 10 月 20 日 ( 月 ) 東保健センター 東区
5 10 月 29 日 ( 水 ) 深井西小学校 中区
6 11 月 7 日 ( 金 ) 大泉小学校 北区
7 11 月 10 日 ( 月 ) 神石小学校 堺区 午前 9 時から午前 11 時

8 11 月 18 日 ( 火 ) 熊野小学校 堺区
午 後 1 時 30 分 か ら 午 後 3 時

30 分
9 11 月 28 日 ( 金 ) 北保健センター 北区 午前 9 時から午前 11 時

10 12 月 8 日 ( 月 )
泉 北 急 病 診 療 セ ン

ター
南区

午 後 1 時 30 分 か ら 午 後 3 時

30 分
11 1 月 21 日 ( 水 ) 中保健センター 中区
12 2 月 3 日 ( 火 ) 東保健センター 東区
13 2 月 20 日 ( 金 ) 美原保健センター 美原区
14 3 月 9 日 ( 月 ) 西保健センター 西区 午前 9 時から午前 11 時

15 3 月 17 日 ( 火曜 南保健センター 南区
午 後 1 時 30 分 か ら 午 後 3 時

30 分

■申し込み方法
電話または FAX での事前お申込みとなります。

住所、氏名、生年月日、電話番号、希望の検診日（第３希望まで）を保健医療課（電話

228-7582、FAX222-1406）まで。

後日、本市で検査日程を決定し、郵送で通知します。

■申込受付期間
　◇ 10 月から 12 月に実施される検診

9 月 1 日（月曜日）から 9 月 24 日（水曜日）まで

　◇ 1 月から 3 月に実施される検診

9 月 1 日（月曜日）から 12 月 24 日（水曜日）まで

■問い合わせ先
堺市 健康福祉局　健康部保健所　保健医療課

直 通 072-228-7582　内 線 3417、3404

ＦＡＸ 072-222-1406　
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韓国からの
ニュース
■サムスン電子の職業病対策／会社側「8人選別

補償」だけを繰返す

サムスン電子の職業病対策作りのための『半

導体労働者の健康と人権を守るパノリム』とサム

スン電子の交渉が、２ヶ月目で膠着状態に陥った。

サムスン電子とパノリムは７月 30日に７時間

の長時間交渉をしたのを含めて、５月 28日から

４回の交渉を行った。その結果は、核心争点であ

る謝罪・補償・再発防止策について、両者の立場

の違いを確認しただけだった。両者は８月 13日

に再度会う予定だが、立場の差が余りにも大きく、

交渉はしばらく空転するものと予想される。

◇謝罪・補償・再発防止策足踏み =この間の交渉

でサムスン電子は、現在遺族が交渉に参加してい

る被害者８人に対する補償を提示しただけで、再

発防止策や追加の謝罪については特別な案を出し

てこなかった。

補償範囲でもパノリムとの違いは大きい。パ

ノリムは８人に対する補償の他に、業務上災害と

疑われて労災申請をした２人と、労災申請をでき

ない被害者すべてを補償範囲に含ませなければな

らないという立場だ。

パノリムは労災申請をしなかった被害者に対

しては、サムスン電子が施行している『退職者癌

支援制度』を改善して補償して欲しいと要求して

いる。一方、サムスン電子は８人の被害者に対す

る補償を先ず議論し、残りの被害者や被害者と疑

われる人たちについては、公信力のある補償委員

会を作って議論しようと提案している。

職業病被害を根本的に防止する対策作りに関

しては、違いは更に大きい。サムスン電子は独立

性と専門性を備えた機関によって作業場を総合的

に診断した後、対策を作ろうと提案した。しかし、

パノリムはサムスン電子内に、パノリムが推薦し

た者が過半数を占める化学物質安全保健委員会と

外部監査団を設置するように要求している。総合

診断は問題を発見する段階で終わるため、再発防

止のための追加措置が必要だという主張だ。サム

スン電子は難色を示している。

追加謝罪に関しても両者は合意に至ることが

できなかった。サムスン電子は「クォン代表理事・

副会長の謝罪を含め、３回も謝った」として追加

パノリム、サムスン電子職業病被害者の証言記者会見「被

害者 164 人中 70 人が死亡」

謝罪を拒否した。パノリムはクォン代

表理事の謝罪内容に、△安全管理の不

備、△被害者の労災申請の妨害、△被

害者家族と活動家に対する暴行・暴言・

告訴・告発に対する部分が抜けている

と指摘した。

◇今後の交渉も空転か =サムスン電子

は批判の世論に押されて補償問題だけ

を急いでまとめようとしているのでは

ないかという分析も出てきた。今まで

の交渉の過程を見れば、実際サムスン

電子は補償問題にだけ力を入れている

ようだ。

交渉の展望も明るくない。30日の

交渉でパノリムは、謝罪と再発防止策
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について次期交渉で追加議論をしようと要請した

が、サムスン電子は「すでに考え方を明らかにし

た」として断った。2014 年８月１日　毎日労働

ニュース　ク・ウネ記者

■「サムスン電子の白血病は業務上疾病」／ソウ

ル高裁、被害者 2人労災認定、3人は棄却

サムスン電子器興（キフン）工場の半導体生

産ラインで働いて白血病で亡くなった故ファン・

ユミさん、イ・スギョンさんが、控訴審でも産業

災害を認められた。2011 年６月に一審のソウル

行政法院が労災認定の判決を出して３年２ヶ月目

だ。

◇故ファン・ユミさんは控訴審勝訴 =ソウル高裁

行政９部は 21日、ファンさんとイさんの遺族が

勤労福祉公団を相手に出した遺族手当と葬儀料の

不支給処分の取り消し訴訟で、原審通り原告勝訴

判決を出した。

ファン・ユミさんは半導体の生産ラインで

働いて、2005 年に急性骨髄性白血病を発病し、

2007 年３月に 23 才の若さで死亡した。同じラ

インで働いたイさんは、2006 年８月に 30 才で

亡くなった。

裁判所は「2人がサムスン半導体事業場に勤

めて、ベンゼンと電離放射線のような有害物質に

曝露した可能性がある」として、白血病の発病と

業務の関連性を認めた。二人は作業工程で使った

感光剤に含まれたベンゼン・ヒ素・硫酸・電離放

射線のような有害物質に曝露し、過度な夜間勤務

に苦しめられた点が判決に反映された。

裁判所は「今回の事件は被害者が亡くなった

後、相当な時間が過ぎて因果関係を判断しやすい

事件ではない」が、「発病経路が医学的・自然科

学的に明確に立証されなくても、業務と白血病発

病の関連性を推測・判断することができる」と判

示した。

今回の判決はファンさんと同じ仕事をして亡

くなった故キム・ギョンミさんの控訴審の判決に

も、肯定的な影響を及ぼすと思われる。サムスン

半導体で働いて白血病と悪性リンパ種など、重症

リンパ造血系疾患に罹った被害者 70 人余りも、

労災を認められる可能性が高まった。

しかし、裁判所は同時に訴訟を起こした故ファ

ン・ミヌンさんの遺族と、闘病中のキム・ウンギョ

ンさん、ソン・チャンホさんについては、「医学

的に白血病発病の原因と思われる物質に曝露した

とは見られない」とし、労災と認定しなかった。

業務と疾病の因果関係を説明する証拠が不足だ

ということだ。裁判所は残りの 2人についても、

同じ理由で労災を認めなかった。

◇勤労福祉公団、上告は検討中 =この日の控訴

審判決が出るまで、故ファン・ユミさんの父親・

ファン・サンギさんは、何と７年３ヶ月間の法廷

攻防を行わなければならなかった。2007 年６月

に一人で勤労福祉公団を訪ね、労災申請をしたの

が始まりだった。その他の被害者と遺族たちが体

験した苦痛の時間も決して短くはなかった。労災

に遭った被害労働者や遺族に、業務と疾病との関

連性を立証するように求める現行の産業災害補償

保険法のせいだ。

訴訟に勤労福祉公団の補助参加人として参加

したサムスン電子を相手にするのも、労働者と遺

族には大変なことだった。訴訟を有利に導くため

にサムスン側が半導体工場の有害環境の痕跡を消

し、各種情報を隠した情況は、映画 <もう一つの

約束 >にも詳しく描かれている。

パノリムのイ・ジョンラン公認労務士は、「サ

ムスン電子側の情報隠蔽と事実歪曲に対抗して、

被害者と遺族たちがシンドイ闘いをしてきたが、

裁判所が労災認定という極めて常識的で合理的な

判決をした」。「遺族たちの苦痛に対するサムスン

電子の責任が何より大きいので、それに相応しい

謝罪と補償をしなければならず、労働者が労災を

立証しなければならない現行法は、やはり改善し

なければならない」と話した。一方、公団関係者

は「法務チームが上告の是非を検討中」と話した。

2014 年８月 22 日毎日労働ニュース　キム・ハク

テ記者
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■今年上半期に 977 人が労災で死亡／業務上疾

病死亡者、昨年より 7.2%増加

24 日、雇用労働部の『2014 年６月末産業災

害発生現況』資料によると、上半期に４万 3824

人が産業災害にあった。被災者数は昨年より

1407 人 (3.1%) 減少した。災害率は前年同期比

0.02% 下落した 0.27% を記録した。

今年６月までに労災で死亡したのは 977 人。

業務上の事故による死亡者は昨年より 1.1%(6

人 ) 増えた 529 人、業務上疾病による死亡者

は 7.2%(30 人 ) 増加した 448 人だった。労働者

１万人当たりの死者数を現わす死亡万人率は、前

年比 1.6% 減少した 0.60 と集計された。一方、

業務上疾病の死亡万人率は 3.7% 増加した 0.28

を記録した。

業務上疾病の死亡者はほとんどの疾患で増加

した。塵肺 (207 人 ) と脳心血関係疾患 (168 人 )

は前年比 5.6%、0.6% それぞれ増えた。癌と細菌・

ウイルス感染、精神疾患など、その他の死亡者 (59

人 ) は 25.5% 増えた。

特定化学物質中毒 (10 人 ) は 100%、有機溶剤

中毒 ( ４人 ) も 33.3% 増加したと集計された。有

害・化学物質の漏出・爆発事故が減らなかったせ

いだ。実際、22 日にも２件の化学物質漏出事故

が発生した。午前８時 20 分頃、仁川（インチョン）

南東公団にある印刷回路基板工場で、塩素酸ナト

リウムが流出し、22 人が頭痛と嘔吐症状を示し

て病院に緊急護送された。午前９時 56 分、慶北

（キョンブク）の TV 部品生産工場では塩酸 200

リットルが流出した。事故当時、工場には労働者

200 人余りが仕事をしていた。作業中だった 10

人が呼吸困難を訴えて病院に護送された。2014

年８月 25 日　毎日労働ニュース　キム・ミヨン

記者

■白血病が８人、サムスン電気が『死の工場』に

なるか

サムスン電気で働いていたチャン・某 (27) さ

んが、６月に白血病で闘病中に死亡したことに関

して、半導体労働者の健康と人権を守るパノリム

と民主労組釜山（プサン）本部は、サムスン電気

の謝罪と雇用労働部の真相究明を求めた。

パノリムによれば、故人は 2005 年から１年

６ヶ月間、サムスン電気の釜山事業場の印刷回路

基板 (PCB) 製造工程で働いた。軍に入隊するため

にサムスン電気を退社、退役の後、2012 年に白

血病と診断され、抗癌治療と骨髄移植を受けたが、

6 月に亡くなった。

故人は PCB 工程での切断作業中に、有害物質

のベンゼン・エポキシ粉・有機溶剤に曝露した。

故人に毒性物質を遮断するための保護具は支給さ

れず、使い捨てマスクと薄いビニール手袋が支給

されていたことが分かった。

故人はまた、勤務期間中は昼夜二交代で、週

当り法定労働時間を 40 時間上回る頻繁な夜間労

働と、残業に苦しめられたと伝えられた。パノリ

ムは△長時間労働によって免疫力が弱くなった

点、△有害物質に曝露するのに適切な保護具がな

かった点、△白血病に対する家族歴がない点を上

げて、「チャンさんの白血病は業務上災害と見る

のに充分だ」と主張した。

パノリムは、サムスン電気で働いた経験のあ

る労働者８人が白血病の診断を受け、この内６人

が死亡したと把握している。この日の記者会見で

パノリムが公開したソウル大病院の主治医の所

見書には、「( 故人が ) 有機溶剤などに曝露される

環境で働き、上記疾病の発病は作業関連性がある

と判断される」とし、「追加的な調査によって関

連性を綿密に検討しなければならないと考えられ

る」と記されている。

両団体は「人口 10 万人当たりに２～３人しか

発病しない白血病が、サムスン電気の労働者８人

に発病した」として「サムスン電気の謝罪と労働

部の徹底した調査を要求する」と話した。2014

年８月 27 日　毎日労働ニュース　ク・テウ記者

   （翻訳：中村　猛）



関西労災職業病 2014.9 no.448 17

仙　台

　８月 30 日（土）に「中

皮腫・アスベスト疾患・患

者と家族の会」では 14 番

目の支部となる東北支部が

誕生した。東北地方は青森・

岩手・秋田・山形・宮城・

福島の６県に及んでいる。

岩手県だけでも四国と同じ

面積だという。県の面積が

大きい東北６県では、同じ

県内でも会員同士が出会う

機会がこれまでなく、それ

ぞれ一人で、ご自身・ご家

族のアスベスト疾患と闘っ

てきた。

　仙台市内での設立総会に

先立って、同日午前中から

会員同士の顔合わせが行わ

れた。山形県、岩手県等か

ら参加したご家族は５人。

関東支部からも世話人が応

援に駆けつけた。最初は緊

張していた空気も午後から

の「中皮腫・アスベスト疾

患・患者と家族の会東北支

部発足の集い」では、和や

かな雰囲気になってきた。

　厳しい寒さの中、医療過

東北支部設立総会開催
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

疎ともいえる環境のもとで

病魔と闘ってきた５人の体

験談にはとても感銘を受け

た。やっと東北の地に拡

がった仲間の輪に「ひとり

じゃない、と思えた」と最

後に語ってくれた会員の言

葉がとても印象的だった。

　地元で支援活動をして頂

いているアスベストセン

ター東北の尾形海子さんの

誕生日と同じ日だった。総

会終了後に東北支部と尾形

さん、二つの誕生祝いをし

た。

　東北支部は山形市の「中

皮腫・じん肺・アスベスト

センター東北」内に事務

局を置き、連絡先は 080-

8217-5022。
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　7 月 26，27 日 の両日、

新潟アスベスト被害
ホットライン実施

新　潟

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

新潟ではじめてとなる相談

会と電話相談が行われた。

当日、配管工事をして肺が

んになった男性が相談に訪

れたほか、相談会以降も少

しずつ相談が寄せられてい

て順次、対応を進めている。

相談にあたった（左から）鈴木江郎さん、高見優さん、成田博厚さん

2014 年７月 17 日　新潟日
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 ８月の新聞記事から
8/2 上海市近郊、江蘇省昆山市の開発区にある「中

栄金属製品」工場で爆発が起き、71 人が死亡、187 人

が負傷した。同社はゼネラル・モーターズ指定のサプ

ライヤー。従業員 450 人で、爆発当時は 264 人がい

た。自動車部品のホイールを研磨する作業中に爆発が

起き、粉塵に引火した可能性があるという。

8/4 2012 年度にうつ病などの精神疾患が理由で

退職した教員は、国公私立学校（幼稚園から大学まで）

で 09 年前回調査より 18 人多い 969 人に上ることが

文部科学省の調査で分かった。うち中学校は前回よ

り 30 人増。「学校教員統計調査（中間報告）」で分か

った。幼稚園 218 人▽小学校 356 人▽中学校 227 人

▽高校 124 人▽大学 38 人▽短大６人。

8/5 田村憲久厚生労働相は今年１- ６月の労働現

場での死亡事故が前年同期比で 19.4％急増しているこ

とから、労災防止の緊急対策を実施するとした。１-

６月の労災の死傷災害は４万 7288 人（前年同期比 3.6

％増）。うち死亡は 437 人（同 19.4％増）。ここ５年で

は最大の増加率。

8/7 厚生労働省が勧める若者応援企業に就職し

た神奈川県在住の元会社員の女性 (24) が、ＩＴ会社

「LIFECREATIONS」と派遣先の「富士ゼロックスシス

テムサービス板橋事業所」に賃金やパワハラの慰謝料

など約 500 万円の支払いを求め東京地裁に提訴した。

女性は 2013 年 11 月、若者応援企業のＬ社に１カ月の

研修を受けて入社、富士ゼロックスに派遣された。研

修中休みは１日で、270 時間だったが無給だった。ま

た富士社ではパワハラやセクハラ発言を受け長時間労

働も続き、２カ月後、適応障害で働けなくなった。

8/8 去年 12 月、名古屋市営地下鉄の六番町駅で

のアスベスト除去工事中に、構内に青石綿が空気１リ

ットルあたり 700 本という高い濃度で飛散した事故の

対応策について名古屋市の検討会が開かれ、市は「飛

散を防ぐ対策が不十分なまま作業を行ったことが原

因」と報告するとともに、除去の方針を撤回して工事

を中止したことを明らかにした。

  厚生労働省は外国人技能実習生が働く事業所

への 2013 年の立ち入り調査で、対象 2318 事業所の

79.6％に当たる 1844 事業所に、何らかの労働基準関

係法令違反を確認したと発表した。違反内容は労働安

全衛生法違反が 1142 事業所で最も多く、法定労働時

間の超過などが 692 事業所あった。割増賃金の不払い

は 463 事業所。労働基準監督署が送検したのは 12 件。

実習生側が申し立てたケースも 125 件あった。

  昨年１月に中皮腫で死亡した富山県南砺市の

野村光弘さんの遺族が、大学時代のアルバイトで吸っ

たアスベストが原因として、吉野石膏と内装会社「ジ

ーエル・本江」に計約１億 1600 万円の損害賠償を求

めて東京地裁に提訴した。富山大の学生だった 1983

年４月～ 86 年６月、石こうボードを一日数百枚切断

するアルバイトをした。2011 年６月に中皮腫と診断

され、12 年３月労災認定された。

8/11 福島第１原発事故の収束作業で安全管理を怠

り、2011 年 10 月、クレーンの台車からワイヤロープ

の束が従業員に落下し、肋骨などを折る重傷を負わせ

たとして、富岡労働基準監督署（福島県）は大阪府高

石市の建設会社「サイガ」と同社の作業監督者を労働

安全衛生法違反容疑で福島地検に書類送検した。収束

作業中の労災事故で書類送検されるのは初めて。

8/12 海上自衛隊の艦船に所属していた呉市の山本

幸夫さん (77) が、アスベストの曝露業務で肺がんなど

を発症したとして公務災害の認定を求め、呉地方総監

が肺がんや放射性肺臓炎、ステロイド性糖尿病を公務

災害として認定していた。昭和 30 年７月、海上自衛

隊に入隊。平成元年に定年退職するまで、ボイラー室

に詰めて整備作業などでアスベストを扱い、平成 11

年８月に原発性肺がんと診断され、放射性肺臓炎やス

テロイド性糖尿病なども発症。平成 18 年５月に公務

災害の申請をし、今年７月 28 日、ようやく認定された。

海上自衛隊のアスベストによる公務災害申請は 51 件

あり、山本さんを含め 14 件が認定。

8/19 国直轄の福島県田村市の除染作業で、下請け

会社が作業員の健康診断書を偽造し、健康診断を受け

させずに作業をさせていたことが分かった。下請け会

社は、鹿島を中心とした共同事業体の仕事を請け負っ

ていた松栄ワークス。鶴見労働基準監督署は今年６月、

同社が 40 代の男性作業員を雇う際、健康診断を受け

させなかったなどとして是正の指導をした。

8/22 「たかの友梨ビューティクリニック」の仙台

店が、有給休暇を取った従業員の残業代を減額したな

どとして、仙台労働基準監督署が是正勧告していたこ

とが分かった。従業員ら計４人が労基署に申告した。

8/26 2011 年７月、福島第１原発事故で避難中の川

俣町の渡辺はま子さんの自殺は「避難生活でうつ状態

になったため」として、遺族４人が東電に計約 9100

万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁は東

電に約 4900 万円の支払いを命じた。原発事故が原因

で自殺したとして東電に賠償請求した訴訟で初の判

決。原発事故ではま子さんは福島市内のアパートに避

難。一時帰宅した７月１日、自宅敷地内で焼身自殺。
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８月の新聞記事から／19
表紙／中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会関西支部10周年総会を

バースディケーキで祝う参加者たち（８月24日、撮影：今井明）
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●ゴミ処理施設内ガラス工芸教室で違法な石綿布使用が発覚

●無断で事業主に労災打ち切り通知　個人情報漏洩で京都労働局
　に申し入れ　ユニオンネットワーク京都

●再び刈払機の安全について　大事な実技教育

●それぞれのアスベスト禍　その43　古川和子

●堺市もアスベスト健康被害無料検診を実施

●韓国からのニュース

●前線から
　東北支部設立総会開催　中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
　仙台／新潟アスベスト被害ホットライン実施　患者と家族の会　新潟


